
 

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る介護等体験実施要項 

 

                        社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会 

 

１ 目 的 

  この要項は、社会福祉施設等において「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る

教育職員免許法の特例等に関する法律（平成９年６月１８日法律第９０号）」（以下「特例法」

という。）の規定に基づく介護等の体験（以下「介護等体験」という。）を円滑に実施するた

め必要な事項を定める。 

 

２ 対象者 

  小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者で、次の各号のうち、いずれ

かの要件を備えた者（以下「体験生」という。）とする。 

（１） 県内に所在する大学、短期大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関（以下「大学 

等」という。）に通学（科目等履修生を含む）している者。 

（２） 県外の大学等に在学（在籍）している者で、帰省先が県内にある者。 

 

３ 介護等体験の日数及び期間 

（１） 実施日数は、原則として、連続した「５日間」とする。 

また、実施回数は受入れ施設の実状に応じて適切に定める。 

（２） 原則として、７月から翌年１月の間に実施する。 

 

４ 実施方法 

（１） 体験生を受入れる社会福祉施設等の長（以下「施設長」という。）は、「受入れ計画」 

（様式１）を４月下旬までに岐阜県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）へ提出する。 

なお、受入れ意向調査（注*）の回答と変更がない場合は、その回答をもって提出があ 

ったものとみなし、変更がある場合のみ提出をするものとする。 

（注*）受入意向調査とは、前年度、介護等体験の受入受諾施設を対象に、介護等体験の受入人数を 

把握するため県社協が実施するもの。 

（２） 介護等体験を希望する大学等は、「申込書」（様式２）を４月下旬までに県社協へ提出す 

る。 

（３） 県社協は、「受入れ計画」及び「申込書」をもとに、受入れ施設名、期間、人数を記載

した「実施計画」（様式３－①）を作成し、６月上旬までに申込み大学等へ送付する。 

（４） 県社協は、「受入れ計画」及び「申込書」をもとに、申込み大学等名、期間、人数を記

載した「実施計画」（様式３－②）を作成し、６月上旬までに受入れ施設等へ送付する。 

（５）  大学等は、受入れ施設ごとに「体験生名簿」（様式４）を作成し、６月下旬までに受入 

れ施設及び県社協へ提出する。ただし、受入れ施設には「介護等体験希望者個人票」（様

式５）を添付する。 

なお、学生個人による申込みは受付けない。 

（６）  病気・事故等やむを得ない事情により、介護等体験を辞退又は日程を変更する場合は、

大学等は受入れ施設と調整を行い、「介護等体験辞退・変更届」（様式６）を受入れ施設

及び県社協へ提出する。 
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（７） 受入れ施設は、介護等体験終了後、「実施報告書」（様式７）及び費用の「請求書」（様 

式８）を県社協へ提出する。 

 

５ 県社協の役割 

（１） 調整、通知業務 

大学等からの「申込書」と受入れ施設からの「受入れ計画」をもとに調整を行い、その

結果を大学等と受入れ施設へ通知する。 

なお、大学等、受入れ施設に対して、介護等体験実施に必要な通知を行う。また、「記録

簿」や必要な書類については一定期間保管する。 

（２） 県連絡協議会への出席 

県教育委員会が開催する連絡協議会（県教育委員会、大学、種別施設代表者、県社協等 

で構成）へ出席し、介護等体験の現状や問題点についての報告及び課題についての協議を 

行う。 

（３） 種別施設代表者、大学等担当者との連絡調整 

県社協は種別施設協議会が開催する総会等の場や、連絡協議会の場を通して、下記事項 

の連絡調整を行う。 

① 制度の趣旨や概要説明 

② 受入れの協力依頼 

③ 介護等体験のプログラム検討 

④ 介護等体験実施上の諸問題についての協議 

 

６ 社会福祉施設等の役割 

（１） 受入れ計画の作成 

受入れ施設は、県社協からの依頼により、「受入れ計画」を作成し、県社協へ送付する。 

（２） 介護等体験の内容 

介護等体験の内容は、施設の種別や日課、行事等の実情に応じ、以下に例示するような 

無理のない内容とする。 

なお、施設の敷地外で施設が主催する行事等についても、介護等体験の範囲に含む。 

① 高齢者・障がい者等に対する介護・介助 

② 高齢者・障がい者等の話相手 

③ 散歩の付添いなど交流等の体験 

④ レクリエーションや運動会等の行事の手助け 

⑤ 掃除や洗濯といった高齢者・障がい者等と直接接するわけではないが、受入れ施設の

職員に必要とされる業務の補助等 

（３） 介護等体験の時間 

１日当たりの介護等体験の時間は、受入れ施設の職員の業務量、介護等の体験の内容等 

   を総合的に勘案しつつ、概ね５～６時間とする。 

（４） 証明書の交付 

施設長は、介護等体験をしたことを証明するため、体験生が持参した証明書に施設長名 

を記入捺印し、体験生に渡す。 

（５） 実施報告・費用の請求 

施設長は、体験終了後、所定の様式により県社協へ実施報告及び費用の請求を行う。 
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７ 大学等の役割 

（１） 体験生に対する事前指導 

体験生に対して、介護等体験の意義・目的をはじめ福祉の理念や施設の役割等について 

の事前指導を行う。 

 

（２） 県連絡協議会への出席 

県教育委員会が開催する連絡協議会（県教育委員会、大学、種別施設代表者、県社協で 

構成）へ出席し、介護等体験の現状や問題点について報告及び課題についての協議を行う｡

（３） 受入れ施設、県社協との連絡調整 

受入れ施設に対する事前訪問による打合せ、体験生に対する期間中の訪問指導をはじ 

   め実施上の諸問題について県社協との連絡調整を行う。 

（４） 保険への加入、健康診断等 

介護等体験に伴い想定される事故に対応するため、体験生に保険への加入や健康診断の 

受診等について指導を行う。 

（５） 証明書の作成・保管 

特例法施行規則第４条第３項に定める証明書を作成して体験生に配付し、介護等体験

の際に持参させる。（証明は社会福祉施設等が行う。）また、体験終了から免許申請までの

期間は原本を保管し、免許申請後も一定期間は写しを保管することが望ましい。 

 

８ 介護等体験の費用 

（１） 体験費用は一人一日あたり１，７６０円（内訳：受入れ施設分１，１００円、調整費用

分６６０円）とする。 

（２） 大学等は予め体験生から費用を徴収し、県社協へ一括して払い込むものとする。 

（３） 県社協は体験終了後に受入れ施設に対して、一人一日あたり１，１００円を支払う。 

（４） 特別の事情により実施指定日に体験できなかった場合の費用については、別の体験日を 

調整し充当する。 

（５） 納入された体験費用は、原則として返還しない。 

    ただし、受入れ施設分については、辞退についての所定の手続きを経ており、相当の理

由があると認められる場合は、体験日数に応じて、大学等を通して返還する。 

 

 

附 則 

 

この要項は、平成１０年４月１日から施行する。 

この要項は、平成１１年４月１日から施行する。 

この要項は、平成１２年４月１日から施行する。 

この要項は、平成１３年４月１日から施行する。 

この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 

この要項は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和 ２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和 ８年４月１日から施行する。 
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